
児
童
手
当
の
支
給
対
象
年
齢
が
こ

れ
ま
で
の
小
学
３
年
生
ま
で
か
ら
、

小
学
６
年
生
（
１２
歳
到
達
後
最
初
の

年
度
末
）
ま
で
に
拡
大
さ
れ
、
併
せ

て
、
所
得
制
限
が
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た
の
で
、
該
当
す
る
方
は
忘
れ
ず

に
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

制
度
改
正
に
よ
り
新
た
に
児
童
手

当
を
受
け
ら
れ
る
児
童
の
保
護
者
の

皆
さ
ん
に
つ
い
て
は
、
認
定
請
求
の

手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
（
公
務

員
は
勤
務
先
へ
）。

な
お
、改
正
に
伴
う
新
規
請
求
は
、

平
成
１８
年
９
月
３０
日
ま
で
に
受
け
付

け
た
も
の
に
限
り
、
特
例
的
に
４
月

１
日
（
ま
た
は
支
給
要
件
に
該
当
し

た
日
）
に
さ
か
の
ぼ
っ
て
支
給
さ
れ

ま
す
。

３
月
ま
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
た
保
護
者
は
、
特
段
の
手
続
き
を

し
な
く
て
も
継
続
支
給
と
な
り
ま
す

が
、
転
入
転
出
等
が
あ
っ
た
方
は
手

続
き
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、次
で
説
明
す
る
小
学
５
年
生
、

６
年
生
の
児
童
が
い
る
方
は
手
続
き

が
必
要
と
な
り
ま
す

こ
れ
ま
で
児
童
手
当
を
受
給
し
て

い
な
い
保
護
者
で
所
得
制
限
限
度
額

以
内（
左
上
表
参
照
）と
思
わ
れ
る
方

は
「
認
定
請
求
」
の
手
続
き
が
、
児

童
手
当
を
受
給
し
て
い
た
保
護
者
は

「
額
改
定
認
定
請
求
」の
手
続
き
が
そ

れ
ぞ
れ
必
要
と
な
り
ま
す
。

所
得
制
限
の
引
き
上
げ（
左
上
表

参
照
）に
よ
り
、新
た
に
児
童
手
当
を

受
給
で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、該
当
す
る
保
護
者
は「
認
定
請

求
」の
手
続
き
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

注
意
今
回
の
改
正（
所
得
制
限
の
引

き
上
げ
）に
よ
り
新
た
に
受
給
対
象

と
な
る
方
は
支
給
開
始
月
の
特
例
が

あ
り
ま
す
が
、改
正
前
の
所
得
制
限
で

も
受
給
対
象
と
な
る
方
は
申
請
し
た

翌
月
が
支
給
開
始
月
と
な
り
ま
す
の

で
早
目
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

◆
請
求
者
本
人
の
保
険
証
（
厚
生
年

金
加
入
者
等
）お
よ
び
預
金
通
帳（
郵

便
局
以
外
）

◆
平
成
１７
年
以
降
転
入
の
方
は
次
の

証
明
書

・
平
成
１７
年
１
月
１
日
に
旧
八
日
市

場
市
、
旧
野
栄
町
に
住
所
の
な
か
っ

た
方
…
そ
の
日
現
在
の
住
所
地
の
１７

年
度
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

・
平
成
１８
年
１
月
１
日
に
旧
八
日
市

場
市
、
旧
野
栄
町
に
住
所
の
な
か
っ

た
方
…
そ
の
日
現
在
の
住
所
地
の
１８

年
度
児
童
手
当
用
所
得
証
明
書

◆
こ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
書
類
の

提
出
を
求
め
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

（「
額
改
定
認
定
請
求
」
手
続
き
に

特
に
必
要
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
）

４月１日から認
定
請
求
の
手
続
き
が

必
要
と
な
り
ま
す

児童手当所得制限限度額表 児童手当制度が単位：万円
拡充

支支
給給
対対
象象
年年
齢齢
拡拡
大大

所所
得得
制制
限限
引引
きき
上上
げげ

○所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族があ
る方については、上記に老人控除対象配偶者または老人扶養親族１
人につき６万円が加算されます。
○比較の対象となる所得は、平成１８年４月・５月分の手当について
は平成１６年中の所得、６月分以降の手当については平成１７年中の所
得です。
○所得から一定の控除が認められていますので、詳しくはお問い合
わせください。

○
小
学
４
年
生
の

児
童
が
い
る
保
護
者
の
皆
さ
ん

（
平
成
８
年
４
月
２
日
生
ま
れ
〜
平

成
９
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

○
小
学
５
年
生
・
６
年
生
の
児
童
が

い
る
保
護
者
の
皆
さ
ん

（
平
成
６
年
４
月
２
日
生
ま
れ
〜
平

成
８
年
４
月
１
日
生
ま
れ
）

健康保険法等の規定に基づき

入院時の食事についての
負担方法が変わりました
４月１日から入院時の食事の負担が、１日
単位から、１食単位に変更されました。

○
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
な
い

保
護
者
の
皆
さ
ん

○
「
認
定
請
求
」
手
続
き
に

必
要
な
も
の

●上記の②および③に該当する方は、加入し
ている医療保険の保険者（老人保建は居住地
の市町村）の発行する減額認定証を、被保険
者証等に添えて医療機関の窓口に提出するこ
とにより、減額が受けられます。
●医療機関で提供される食事の内容が変わる
ものではなく、食事の負担額について、食数
に関わらず１日単位で計算していたものを１
食単位の計算に変更するものです。
問市民課国保班�７３ー００８６
野栄総合支所市民室�６７ー３１１２

問
い
合
わ
せ
・
届
け
出
先

福
祉
課
児
童
班
�
７３
・
０
０
９

６
、
野
栄
総
合
支
所
保
健
福
祉

室
�
６７
・
３
１
１
８

平成１８年４月分から適用となります

厚生年金など被用者年金加入者

（ ）内は改正前の額

（４６０）

（４９８）

（５３６）

（５７４）

（６１２）

（６５０）

所得額

５３２

５７０

６０８

６４６

６８４

７２２

国民年金加入者又は年金未加入者

（ ）内は改正前の額

（３０１）

（３３９）

（３７７）

（４１５）

（４５３）

（４９１）

所得額

４６０

４９８

５３６

５７４

６１２

６５０

扶養親族

等の数

０人

１人

２人

３人

４人

５人

変更後

１食につき
２６０円

１食につき
２１０円

（１６０円）

１食につき
１００円

変更前

１日につき
７８０円

１日につき
６５０円

（５００円）

１日につき
３００円

対象

一般の方

市町村民税非課税の世帯に
属する方など（③以外の方）

（過去１年間の入院日数が
９０日を超えている場合）

②のうち、所得
が一定の基準に
満たない７０歳
以上の方など

①

②

③
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サ
ク
ラ
が
満
開
の
４
月
中
ご
ろ
、

市
内
新
（
し
む
ら
・
豊
栄
地
区
）
で

修
復
さ
れ
た
掛
軸
（
か
け
じ
く
）
に

魂
を
入
れ
る
行
事
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
日
集
ま
っ
た
の
は
集
落
の
女

性
た
ち
で
、
毎
月
１５
日
に
集
会
所
で

お
経
を
あ
げ
歓
談
す
る
仲
間
た
ち
で

す
。
女
性
に
よ
る
講
（
こ
う
・
信
仰

集
団
）
は
安
産
・
子
授
け
・
子
育
て

な
ど
を
願
う「
子
安
講
」が
中
心
で
、

カ
ミ
や
ホ
ト
ケ
の
縁
日
に
あ
た
る
十

三
日
、
十
五
日
、
十
九
日
、
二
十
三

日
な
ど
に
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
「
ジ

ュ
ウ
ク
ヤ
講
」「
オ
サ
ン
ヤ
サ
マ
」
な

ど
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
新
地
区
で

は
集
会
所
が
で
き
る
ま
で
は
、
地
区

内
の
当
番
の
家
を
め
ぐ
っ

て
行
わ
れ
て
い
た
そ
う
で

す
。修

復
さ
れ
た
４
幅
の
う

ち
、
２
幅
は
如
意
輪
観
音

（
に
ょ
い
り
ん
か
ん
の
ん
）

像
が
描
か
れ
、
こ
れ
は
ホ

ト
ケ（
仏
・
仏
像
）で
す
。

子
安
信
仰
さ
れ
る
ホ
ト
ケ

に
は
、
子
安
観
音
や
地
蔵

菩
薩
（
じ
ぞ
う
ぼ
さ
つ
）、

薬
師
如
来
（
や
く
し
に
ょ

ら
い
）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

ほ
か
の
２
幅
は
鬼
子
母
神

（
き
し
も
じ
ん
）
と
コ
ノ

ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ

ト
と
い
う
子
安
神
社
の
カ

ミ（
神
・
神
様
）で
し
た
。

い
ず
れ
も
美
し
い
天
女
の

す
が
た
を
し
て
い
る
こ
と

か
ら
安
産
・
子
育
て
の
カ

ミ
と
し
て
信
仰
さ
れ
て
い

ま
す
。

新
地
区
に
は
、
１
７
７
７
（
安
永

６
）
年
に
ま
つ
ら
れ
た
石
造
り
の
如

意
輪
観
音
像
や
年
代
は
不
明
な
が
ら

ム
ラ
の
女
性
集
団
「
女
人
中
」
に
よ

っ
て
立
て
ら
れ
た
石
造
仏
が
あ
り
、

２
０
０
年
も
前
か
ら
女
性
た
ち
の
信

仰
が
続
い
て
い
ま
す
。

こ
の
４
幅
の
う
ち
注
目
し
た
い
の

が
、
楽
満
寺
（
ら
く
ま
ん
じ
・
成
田

市
中
里
）
の
如
意
輪
観
音
で
す
。
寺

の
縁
起
（
え
ん
ぎ
・
由
緒
等
）
に
よ

る
と
、
こ
の
像
は
奈
良
仏
師
の
作
で

鎌
倉
時
代
に
は
頼
朝
（
よ
り
と
も
）

や
実
朝
（
さ
ね
と
も
）
の
夫
人
に
信

仰
さ
れ
、
明
治
後
半
期
出
版
の
「
香

取
郡
誌
」
に
も
、
こ
の
寺
の
本
尊
に

安
産
・
子
育
て
を
祈
願
す
る
者
が
多

い
と
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

寺
に
よ
る
と
、
今
で
も
こ
の
本
尊

に
信
仰
を
寄
せ
る
人
た
ち
が
多
く
、

毎
年
秋
に
な
る
と
、
利
根
川
沿
岸
の

集
落
に
「
出
開
帳
（
で
が
い
ち
ょ

う
）」
と
い
っ
て
本
尊
が
出
向
く
そ

う
で
、
明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
八

日
市
場
方
面
で
も
「
出
開
帳
」
さ
れ

た
そ
う
で
す
。

わ
が
国
に
仏
教
が
伝
来
し
て
一
四

〇
〇
年
余
り
、
人
び
と
の
祈
り
は
カ

ミ
と
ホ
ト
ケ
が
と
け
あ
っ
て
続
け
ら

れ
て
来
ま
し
た
。
明
治
新
政
府
に
よ

り
、
神
社
と
寺
院
が
分
離
さ
れ
ま
し

た
が
、
こ
の
４
幅
の
掛
軸
は
そ
う
し

た
も
の
を
も
越
え
て
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

問
八
日
市
場
図
書
館
�
７３
・
３
７
４
６

カ
ミ
と
ホ
ト
ケ

修復された掛け軸を前に、お経をあげる女性たち

ニコチンが血管収縮を引き起こすこと

を覚えていますか？この作用で女性にと

って特に気になる肌の変化が起こりま

す。しわが増えたり頬（ほお）がこけて肌

の色がくすんだりと、肌の老化が早くな

ってスモーカーズフェイスという特有の

顔つきになることが知られています。化

粧でばっちりだから大丈夫？肌は化粧で

隠すことができても、口の中は隠せませ

んよ。

たばこを吸い続けていると歯ぐきは黒

ずみ、歯にはヤニが付着して歯周病の原

因になり、若くして歯が抜けてしまうこ

とになります。ニコッとほほ笑んだ彼女

の歯ぐきが真っ黒で、おまけに歯が抜け

ていたら、百年の恋もさめてしまうので

はないでしょうか。

また、太らないためにたばこを吸って

いるという女性もいます。果たしてたば

こを吸うと痩（や）せられるのでしょう

か？喫煙は味覚を低下させ栄養の吸収を

悪くする作用があるのは確かですが、喫

煙女性でも太っている人が多いのではな

いでしょうか。肥満は食事や運動など生

活習慣によることの影響が大きいので、

セルフコントロールが一番大切なので

す。たばこを吸っても痩せられないこと

を忘れないでください。

病気と治療
あれこれ

知っていますか？
たばこの害（４）

国保匝瑳市民病院
院長 菊地 紀夫

③
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